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毒物及び劇物指定令等の一部改正について（通知）

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（平成１９年政令第２６３号）（別添

１）及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令（平成１９年厚生労働省

令第１０７号）（別添２）が公布されたので、下記事項に留意の上、関係各方面に対

する周知徹底方御配慮願いたい。

なお、同旨の通知を社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会

会長、日本製薬団体連合会会長、社団法人日本薬剤師会会長及び社団法人日本化学工

業品輸入協会会長あてに発出しているので申し添える。

記

第１ 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令について

１ 次に掲げる物を毒物に指定したこと。

（１）一－ドデシルグアニジニウム＝アセタート（別名ドジン）及びこれを含有す

る製剤（一－ドデシルグアニジニウム＝アセタート六五％以下を含有するもの

を除く。）

２ 次に掲げる物を劇物に指定したこと。

（１）三－（アミノメチル）ベンジルアミン及びこれを含有する製剤（三－（アミ

ノメチル）ベンジルアミン八％以下を含有するものを除く。）

（２）Ｏ－エチル＝Ｓ－プロピル＝［（二Ｅ）－二－（シアノイミノ）－三－エチ

ルイミダゾリジン－一－イル］ホスホノチオアート（別名イミシアホス）及び

これを含有する製剤（Ｏ－エチル＝Ｓ－プロピル＝［（二Ｅ）－二－（シアノ

イミノ）－三－エチルイミダゾリジン－一－イル］ホスホノチオアート一・五

％以下を含有するものを除く。）

（３）一－ドデシルグアニジニウム＝アセタート（別名ドジン）六五％以下を含有

する製剤



３ 次に掲げる物を劇物から除外したこと。

（１）（Ｅ）－二－｛二－（四－シアノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメ

チル）フエニル］エチリデン｝－Ｎ－［四－（トリフルオロメトキシ）フエニ

ル］ヒドラジンカルボキサミドと（Ｚ）－二－｛二－（四－シアノフエニル）

－一－［三－（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝－Ｎ－［四－

（トリフルオロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカルボキサミドとの混合物

（（Ｅ）－二－｛二－（四－シアノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメ

チル）フエニル］エチリデン｝－Ｎ－［四－（トリフルオロメトキシ）フエニ

ル］ヒドラジンカルボキサミド九〇％以上を含有し、かつ、（Ｚ）－二－｛二

－（四－シアノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメチル）フエニル］エ

チリデン｝－Ｎ－［四－（トリフルオロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカル

ボキサミド一〇％以下を含有するものに限る。）（別名メタフルミゾン）及び

これを含有する製剤

（２）バリウム＝四－（五－クロロ－四－メチル－二－スルホナトフエニルアゾ）

－三－ヒドロキシ－二－ナフトアート

４ 施行期日

平成１９年９月１日から施行することとしたこと。ただし、第１の３の劇物か

らの除外に係る改正規定については、公布の日から施行することとしたこと。

５ 経過措置等

新たに毒物又は劇物に指定された第１の１及び２に掲げるものについては、既

に製造、輸入及び販売されている実情にかんがみ、平成１９年９月１日（施行

日）現在、その製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成１９

年１１月３０日までは、法第３条（禁止規定）、第７条（毒物劇物取扱責任者）

及び第９条（登録の変更）の規定は適用されず、また、現に存する物については、

平成１９年１１月３０日までは、法第１２条（毒物又は劇物の表示）第１項（法

第２２条第５項において準用する場合を含む。）及び第２項の規定は適用されな

いこととしたこと。

これらの者に対しては速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置すると

ともに、適正な表示を行うよう指導すること。また、現に存する物に関しても、

法第１２条第３項、第１４条、第１５条、第１５条の２、第１６条等の経過措置

は定められておらず、これらの規定は施行日から適用されるものであるので、関

係業者を適正に指導すること。

第２ 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令について

１ 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定したこ

と。

（１）Ｏ－エチル＝Ｓ－プロピル＝［（二Ｅ）－二－（シアノイミノ）－三－エチ

ルイミダゾリジン－一－イル］ホスホノチオアート（別名イミシアホス）及び

これを含有する製剤（Ｏ－エチル＝Ｓ－プロピル＝［（二Ｅ）－二－（シアノ



イミノ）－三－エチルイミダゾリジン－一－イル］ホスホノチオアート一・五

％以下を含有するものを除く。）

２ 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物の指定を解除

したこと。

（１）（Ｅ）－二－｛二－（四－シアノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメ

チル）フエニル］エチリデン｝－Ｎ-［四－（トリフルオロメトキシ）フエニル

］ヒドラジンカルボキサミドと（Ｚ）－二－｛二－（四－シアノフエニル）－

一－［三－（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝－Ｎ-［四－（トリ

フルオロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカルボキサミドとの混合物（（Ｅ）

－二－｛二－（四－シアノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメチル）フ

エニル］エチリデン｝－Ｎ-［四－（トリフルオロメトキシ）フエニル］ヒドラ

ジンカルボキサミド九〇％以上を含有し、かつ、（Ｚ）－二－｛二－（四－シ

アノフエニル）－一－［三－（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝

－Ｎ－［四－（トリフルオロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカルボキサミド

一〇％以下を含有するものに限る。）（別名メタフルミゾン）及びこれを含有

する製剤

３ 施行期日

平成１９年９月１日から施行することとしたこと。ただし、第２の２の農業用

品目販売業者が取り扱うことができる劇物の指定の解除に係る改正規定について

は、公布の日から施行することとしたこと。

第３ その他

今般の改正部分の新旧対照表については別添３及び別添４に示すとおりであるこ

と。

また、今般、毒物又は劇物に指定された物及び劇物から除外された物の性状、毒

性等については、別添５のとおりであること。


